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  頭に「特別支援」とつく用語がたくさんあるけれど，「どこがどう違うの？」 
「いっぱいありすぎてわからない！」と思われた方がたくさんいらっしゃること 
と思います。そこで今回は，特別支援教育に関する用語について，整理してみま 
した。 
「特別支援教育」という言葉が初めて使われたのは，平成１５年３月「今後の 

特別支援教育の在り方について」（最終報告）でした。まだ５年ほど前のことです。 
 
 

ＮＯ２９ 「特別支援教育」に関する用語あれこれ（その１） 
      ― 様々な資源を有効活用するために － 

特別支援教育（特殊教育との違いから） 
＜対象の拡大＞ 

 
 
 
                   
                  ＜転 換＞ 

 
 

通常の学級に在籍する発達障がい 

等の傾向により生活や学習上に困 

難のある児童生徒 

従来の特殊教育の対象となって

いる児童生徒 

障がいの程度等に応じ特別の場 

（特殊学級）で指導を行う「特殊

教育」 

障がいのある児童生徒一人ひとり

の教育的ニーズに応じて適切な教

育的支援を行う「特別支援教育」 

特別支援学校 

 法令改正（Ｈ１９年４月）以前には，「盲・

聾・養護学校」と呼ばれ，将来の自立に向けた

きめ細かい支援が行える教育機関。本市におい

ては，国立・県立の下記の７つの学校がある。

・視覚障がい（盲学校）・聴覚障がい（聾学校）

・知的障がい（富屋・宇大附属特別支援学校））

・肢体不自由（のざわ・わかくさ特別支援学校）

・病弱（岡本特別支援学校） 

特別支援学級 

 法令改正（Ｈ１９年４月）以前には，

「特殊学級」と呼ばれ，特別支援学校に

比べ障がいの程度が軽く，しかも通常の

学級における指導では十分な成果をあ

げることが困難な児童生徒を対象とし，

小・中学校に必要に応じて設けられる特

別に編制された学級。本市には，難聴，

知的障がい，肢体不自由，情緒障がいの

４種類がある。 

特別支援教室（「かがやきルーム」） 
 通常の学級に在籍している発達障がい等の

傾向により生活や学習上に困難のある児童生

徒が，障がいに応じた教科指導や障がいに起因

する困難の改善・克服のための個別・小集団指

導を必要な時間のみ受ける教室。全国に先駆け

た取組として，Ｈ２０年度より設置開始。 

通級指導教室 

 障がいの程度が比較的軽く，通常の学

級の中で教育を受けられる児童生徒に，

障がいの状態の改善・克服のための指導

を専門的に行う教室。自校にない場合

は，他校に出向いて指導を受けることが

制度として認められている。 


